
【※】　「社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム」→「開示システム」と略します

平成２９年度　社会福祉充実計画策定のスケジュール　　　別紙１

※平成２９年度は，開示システムを用いて，社会福祉充実残額の算定を行えるのは，５月１５日以降になる
　予定です。

①社会福祉充実残額の算定 

②社会福祉充実計画原案の作成 

（理事会にて審議・作成） 

③地域協議会等からの意見徴取 

（法第５５条の２第６項） 

（地域公益事業を 

行わない場合） 

（地域公益事業を 

行う場合） 

社会福祉充実残額の算定結果の旭川市

への届出 

※法第５９条第２号の「財産目録等」として  

  開示システムを使い届け出を行う。 

  【６月３０日まで】 

残額あり 残額なし 

⑦評議員会の承認 

（法第５５条の２第７項） 

この間で計画内容に修正

がある場合は理事会にて

計画を修正する必要があ

ります。 

⑧旭川市への申請 

 所定の様式を使用し，旭川市へ社会福祉充実計

画の承認申請を行う 

⑩計画に基づく事業実施 

④監事監査 

⑨旭川市の計画審査・承認 
社会福祉充実計画案の確定 

⑤公認会計士・税理士等からの意見聴取 

（法第５５条の２第５項） 

⑥決算理事会等にて計画原案の確定 

法人としての社会福祉充実

計画案の確定 

（評議員会にて承認を受け。） 

 

開示システム上での提出 

（６月３０日までに提出） 
・社会福祉充実残額に係る事項を入力 

・社会福祉充実計画を添付 

こ
の
作
業
を
６
月
末
日
ま
で
に
行
う
必
要
が
あ
り
ま
す
。
 


